路上の高齢者問題と自立支援

武田 英樹（賢明女子学院短期大学）(
はじめに

　2002年7月，国は「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法（以下，自立支援法）」を制定し，ようやくホームレス問題に正面から取り組み始めた。この法律におけるホームレスの定義は「都市公園，河川，道路その他の施設を故なく起居の場所とし，日常生活を営んでいる者」とされている。この法律を根拠に2003年7月には「ホームレスの自立の支援等に関する基本方針」が打ち出され，現在，各自治体がこの基本方針に沿った「ホームレス自立支援計画」を策定しているところである。

　この自立支援法は10年という時限立法であり，2002年以降の10年を視野にしたものである。よって，高齢者ホームレスの問題は中心ではないというかもしれない。しかし，実在する高齢者ホームレスは中心ではないにしても少数でもないのが実情である。そして10年後には今，ホームレス問題の中心とされている世代が高齢期を迎え始めるのは容易に予想がつくことでもある。しかもその多くがコミュニティの希薄化した単身男性であるということである。

　小論では現在，路上で生活する高齢者に焦点をあてる。そして，ホームレスの自立支援における高齢者問題に対する取り組みの在り方に問題提起を試みるものである。

Ⅰ．路上生活者の高齢者問題

１．路上生活者の高齢化　
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年齢

全国

兵庫県

姫路市

神戸市

50〜54歳

22.0

26.0

23.6

50〜59歳

55〜59歳

23.4

26.0

22.8

45.0

60〜64歳

20.3

16.3

19.5

60〜69歳

65〜69歳

10.5

8.1

10.6

25.0

70〜74歳

3.5

4.9

5.7

７０歳以上

75〜79歳

0.9

2.4

0.0

10.0

80歳以上

0.2

0.8

1.6

1.7

表１　路上生活者の年齢分布

出所：全国、兵庫県、神戸市は2003年1月〜2月実施の全国調査

　　　　姫路市は2002年9月〜10月調査（姫路ホームレス問題研究会）�

　2003年の1月から2月に実施されたホームレスの実態に関する全国調査によると，ホームレスの平均年齢は55.9歳という結果である。表1から年齢分布について少し詳しくみてみると，50代が45.4％，60代が30.8％，70歳以上は4.6％となっている。65歳以上の割合では全国で15.1％，兵庫県で16.2％，姫路市調査
においては17.9％と全国より2.8ポイント高い。2002年度の全国高齢化率18.5％と比較してもホームレスに占める高齢者約3819人という数字が低いと評価するわけにはいかない。しかも極単純に計算して，このまま経過すれば10年後には4割以上の者が前期高齢者へ，15％前後の者が後期高齢者へと移行することになる。

２．単身高齢者の増加
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ホームレス数

施設入所

居宅保護

神戸市

323

183

296

姫路市

57

2

2

尼崎市

323

1

147

明石市

16

1

15

西宮市

130

1

120

加古川市

15

1

3

出所：兵庫県ホームレス自立支援対策連絡協議会資料（Ｈ15.11.18

配付），ｐ21より主な自治体を筆者が抜粋し表化した．

　ホームレスの男女比率は男性81.7％，女性3.0％で圧倒的に男性が多い。表2は2002年度における兵庫県の全国調査のホームレス概数と生活保護における施設入所及び居宅保護についての適用実績を抜粋したものである。特に注目したいのが居宅保護件数であるが，神戸市では296件，尼崎市で147件，西宮市で120件の居宅保護が適用されている。つまり，この3市だけでも兵庫県において2002年度だけで563人のホームレスが在宅生活へと移行していることになる。そして，ホームレスの男女比率や年齢分布からみて，その多くが単身男性であることが推測される。笹島診療所が実施したホームレスから脱却し，在宅生活を送る人たちへの追跡調査では全対象者のうち93.2％が男性で92.8％が単身世帯であり65歳以上が43.7％に及んでいる
。この調査からは筆者が危惧している元ホームレス男性の単身高齢者が抱える生活困難状況が現実のものとしてうかがいとる事ができる。

　彼らはホームレス状態から脱却することで，逆にこれまでのホームレス仲間，支援団体との関係が希薄化し，孤独に陥ることがある。これまでと異なる環境のなかで新たにコミュニティを構築することはそれ程容易なことではない。

　さらに在宅生活に至るまでの生活がマイナスの蓄積となって彼らの生活を形づくっていることもある。いわば，長期にわたる簡易宿泊所生活や飯場生活は彼らの家事能力を著しく低下させている。さらには長期間の路上生活を構造化させてしまった場合，彼らにとって基本的な生活基盤，いわばスタンダートが路上生活ということになる
。

３．高齢者ホームレスの生活保護－自立支援プログラム

2004年12月の生活保護制度の在り方に関する専門委員会報告書
のなかで示された「自立支援プログラム」には「ホームレスの自立支援プログラム」が例示されている。ホームレスに関してはシェルター入所，自立支援センターへの入所，生活保護の適用，健康管理・意欲向上などがあげられ，その背景には就労による自立・健康的な自立生活があげられており，稼働年齢層を中心に据えたプログラムであることが濃厚である。よって，生活保護制度の視点からみれば，非稼働年齢層である高齢者は，「高齢者の自立支援プログラム」が適用されると考えられる。この中では高齢者を①健康管理能力に欠ける場合，②介護予防が有効な場合，③社会とのつながりが不足している場合，④勤労が可能な場合に分類し，健康管理支援や介護予防および介護保健サービス，社会貢献活動，地域による見守り，シルバー人材センター等による就労が対応策としてあげられている。
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項　目

全国

兵庫県

姫路市

神戸市

名古屋市

病気・けが・高齢で仕事ができなくなった

11.0

10.5

20.2

16.7

13.1

表３　路上生活に至った理由（複数回答）

出所：全国、兵庫県、神戸市は2003年1月〜2月実施の全国調査

　　　　姫路市は2002年9月〜10月調査（姫路ホームレス問題研究会）�

　表3をみてみると全国で11.0％，兵庫県で10.5％，姫路市で20.2％，神戸市で16.7％の者が路上生活に至った理由として「病気・けが・高齢で仕事ができなくなった」と答えている。これらの自立支援プログラムは例示ではあるが項目別に分類することにより，「高齢者であり，かつホームレス状態にある者」への自立支援施策が曖昧なのではないだろうか。

４．高齢者ホームレスの介護問題

次に高齢者ホームレスの介護問題についてみていくこととする。

高齢者ホームレスの介護認定を受けるとすればどれくらいの者が要介護認定を受けることになるのであろうか。極単純な算出であるが2002年度の第1号被保険者に占める認定者の割合は前期高齢者で約4.4％，後期高齢者で約26.6％である。これを全国調査におけるホームレス概数25296人のうち，前期高齢者は約3541人，後期高齢者は約278人にあたる。これにあてはめて計算すると前期高齢者のうち約156，後期高齢者のうち約74人で合計約230人が要介護認定を受けることになる。実際には要支援または要介護1程度ではないかとの声もあろうが，現時点では紛れもなく介護保険対象となりうる高齢者たちが路上という劣悪な条件下で生活しているのである。ホームレスから脱却できたとしても要介護状態の単身高齢者が在宅生活を継続することは容易なことではない。マイナスの蓄積が阻害要因とも成りうる。山谷地域周辺でホームレス支援をしている特定非営利活動法人が元ホームレスで要介護状態にある単身高齢者への宿泊所事業や訪問介護事業を行っている。これらの事業は釜ヶ崎でも展開されており
，ホームレスの集中している大都市では既に顕在化した問題といえる。

Ⅱ．事例紹介

　以下では，路上生活を余儀なくしている高齢者との関わりの1部を紹介する。路上生活を余儀なくしている高齢者の現状から，近い将来，顕在化するであろう高齢者ホームレスの問題について考えるきっかけにしたい。

１．生きる意欲を持ち続けたいと施設入所を拒否する73歳の男性

長年勤めた甲斐あって通常の生活を営むのには問題ないだけの年金を受け取りながらアパートでのひとり暮らしをしていた。しかし，友人の借金を肩代わりしたことが彼の人生を大きく狂わせた。年金はほぼ借金の支払いにあてられ，家賃滞納によりアパートに居づらくなり路上生活へと突入した。

姫路市のホームレス実態調査では地元出身者が多いという特徴が明らかになっている。彼はまさに地元出身者であり，筆者の自宅からも，車で５分程度という近さの地域に住んでいた。

以下は，閉店後の商店街でのやりとりである。

　自宅への帰り道，閉店後の商店街でシャッターの閉まった店舗前で休んでいたM氏を見つけた。

　筆者：「あら，Ｍさん。今日はここでおやすみですか」

　Ｍ氏：「ここが暖かいから，ちょっと休んでるんですわ，まぁ座ってくださいなぁ」

店舗前のベンチに腰をかけていたＭ氏は，私にベンチを譲り，地べたにあぐらをかいた。

　筆者：「最近はこのあたりで寝とってんですか」

　Ｍ氏「いやぁ，ここは寝たら怒られるんや。もうちょっとむこうでダンボール敷いて寝るか，ほんまはあかんのやけど，地下の駐輪場が閉まってからシャッターの前で寝てます」

　筆者：「最近も，アルミ缶回収しとってんですか」

　Ｍ氏「そうや，ぼーっとしとってもしゃぁないからな，缶集めしとったら，１食は食えるからな」

　筆者：「おっちゃん，何歳になったんかいなぁ」

　Ｍ氏：「７３歳になってもたわ」

　筆者：「路上生活は？」

　Ｍ氏：「もう１年になるかぁ，あんたとの付き合いも１年や」

　筆者：「おっちゃん，仮に土木の仕事なんかがあったらする？」

　Ｍ氏：「そんなもんまずないやろ」と苦笑いしながら答える。

　筆者：「いや，もしあったら･･･」

　しばらく考えて，
　Ｍ氏「自分では元気なつもりやけど，この年で若いもんと一緒のペースではできないと思う･･･。これ（アルミ缶回収）は自分のペースで休みもってできるけどなぁ，土方やと日当分の働きせんならんやろ･･･」

　確かに，73歳の人に提案するにしては土木建築業は無理のある話であった。

　筆者：「そしたら，施設に入るんは？施設やったら３食，風呂，寝る所には困りませんよ，しいていうなら，相部屋で気をつかうかもしれませんが･･･」

　Ｍ氏：「昔な，そんな話があって施設見学に連れていってもろたことがあるんや，ちょうど新しくできた施設でなぁ。でもあんなところに入ったら，わし，自分があかんようになってまう思ってな･･･確かに，ご飯もでて，ちょっと何かできんようになったら，専門の職員さんが手握ってくれるからええで。そやけど，今はまだそれなりに体も動くし，頭もしっかりしとう，この生活は辛いけど，ここにおったら年は73歳やけど気持ちは50代でおれる，施設で他の70歳や80歳の人と生活して１日ボーッとしとったら，一気に70歳の自分になってまう，それが怖いんや･･･。それやったら，１日1食でも，体動かしとうほうが，生きとう気がする」

　ポケットからたばこを取り出し，１本を私にすすめ，自分ももう１本のたばこに火をつけた。

　Ｍ氏：「そやけどな，路上生活が自由でええいうんとは違うで，姫路にもいっぱいホームレスはおるけどな，人それぞれ事情はあっても，誰ひとり路上生活を好きでやっとう人はおらへんで」

私はたばこを大きく吸い込み，一気に吐き出した。

筆者：「どうしたらいんでしょう，せめて落ち着いて寝れる場所ぐらいは確保したいですよね」

つぶやくように言葉を発した。彼も小さくうなずいた。しばらく，沈黙が続いた後，
　Ｍ氏：「大阪のほうやったら，テント立てて１日500円ほどでなんとかやっていけるところもあるやろ，ここではわしらはどうなってもええ思われとるやろ，野たれ死んだら無縁仏ぐらいには入れてくれるらしいけどなぁ」

　Ｍ氏：「荷物おいとったら，すぐに役所のひとがきて捨ててまうし，市民の苦情や何やらで公園から排除するばっかりや，こんだけ増えてきとんやからホームレスの事をもうちょっと考えて欲しいなぁ」

　Ｍ氏：「警察もいいよったは，ホームレスも10人おったら7～8人は悪いことしよう，そんなんいわれると路上生活続けるのも辛い思いすることがあるなぁ」

　また，沈黙が続いた。

筆者：「そしたら帰ります」

Ｍ氏：「どうも，ありがとなぁ，また会いましょう」

　私よりもよっぽど張りのある声で私を見送った。家がない人が家に帰る自分を元気づけるように送り出す。

政府の取り組みとしては路上生活が長期に及んでいる人に対しては在宅生活ができるかどうか確認した上で居宅保護を開始するように指導している。果たして本当に在宅生活はできないのであろうか。当然の事ながらケースバイケースである。路上生活が1年に及ぶこと，そして73歳という年齢を考慮して彼に対して行政は施設入所を指導するであろう。しかし，彼の場合，以前から独居生活をしていた。彼に必要なのは施設ではなく在宅である。施設生活自体が彼の自立能力を阻害するように思えてならない。

衣食住が確保されたら安泰ではないかという考えは，彼の生存権を「ホームレス」「高齢者」というレッテルにより著しく侵害している。彼は自分自身に自分の存在価値を問いかけている。プライドや意地といった次元の問題ではない。むしろ私たちは，自分の存在価値を維持するための方法が路上生活しかないという現実社会に正面から向き合わなければならない。

２．在宅復帰後，孤独感から再び路上へ飛び出した62歳の男性

以前は飯場を転々としていたが仕事が減り路上生活となる。路上ではアルミ缶回収をしていたが自転車から転倒し，右下肢を骨折（施設入所後の診察で判明），アルミ缶回収もままならない状況で筆者が所属する支援団体へ相談してきた。

A市内の救護施設に入所後，本人の望みである「A市あたりで釣りでもしながら海の近くでゆっくりくらしたい」を尊重し，A市近くの海岸沿いに支援団体のメンバーA氏が保証人となりアパートを借りた。その後はＫさんのアパート近くの支援団体に引き継いでいた。施設入所期間は１ヶ月であったが，糖尿病が思いのほか悪く，施設でのインスリン自己注射の指導も実施できていなかったため，アパート近くの病院に入院した。以前，骨折し放置していた右下肢の手術もすることになった。

　入院中は病室に釣り竿を置くなどし，必ずしも病人らしくなかったが，それでも長年ホームレスをしてきたＫ氏の在宅生活への明るい希望が表現されているものであり，筆者はうれしかった。

　彼は入院中に1度，無断離院し，行方不明となり捜索願がでたことがある。以前路上生活をしていたＨ市内で筆者が発見した。「財布，落としてしまって･･･」，バツの悪そうな彼の表情が印象的であった。

　その後，在宅で生活を始めたが「さみしい，施設に戻りたい」との訴えがみられはじめた。よって，救護施設への長期入所を検討していた矢先に再度行方不明になってしまった。

　しかし，数日後，再びＨ市内で筆者が発見した。

　筆者：「Ｋさん，みつけたで」私はとっさに笑顔をつくり彼の寝床に座り込んだ。

筆者：「それで，どないするの」

Ｋさん：「いやぁ，さみしかったんやぁ，アパートで生活し始めた時はうれしかったんやけどなぁ，三日もしたらさみしいて，さみしいて，施設におった時の方がよかったわぁ」

筆者：「また，この生活（路上生活）に戻るんですか」

Ｋさん：「もうここで死ぬしかないなぁ････，施設はみんなええ人でよかったわぁ，１日中ひとりはさみしいわぁ」

筆者：「施設に入る手続きしていた途中でしょう」

Ｋさん：「そうやけど，待てんと出て来てしもた」

Ｋさんは舌を出しておどけてみせる。

Ｋさん：「娘にも，結局，家でて路上で空き缶集めて暮らしよるって連絡したんや･･･，娘が『近かったらすぐむかえにいくんやけどごめんなぁ』言うて」

その後の沈黙と弱々しい声のトーンからは娘に面倒をみてもらえないことを悟っているように思えた。

Ｋさん：「子供も小さいし，アパート暮らしで･･･，旦那が土木の日雇いやっとって大変なんやぁ」

筆者：「そうですか」（沈黙）「もし，施設に入れるんやったら，入りますか」

Ｋさん：「あそこはみんなやさしかったんやぁ」

筆者：「施設にはいるか，路上生活続けるかはＫさんが決めることやから指図はしませんよ，困ったらいつでも何度でもまた相談にのりますから」

筆者：「取りあえず，Ａさんにはここに居ることと施設の話しておきますよ，Ｋさんがアパート借りるとき保証人になってもらっていることを忘れたらあきませんよ，Ａさんに迷惑がかかることだけはしてはいけないことでしょ」

Ｋさん：深くうなずく

筆者：「そしたら，また」

その場を後にする。Ｋさんに考える時間を与え，1時間後再び，訪問した。

筆者：「Ｋさん，今後の見通しで思っていることがあったら教えてください」

Ｋさん：「路上では死にたくない･･･，もう1回お願いできるやろか」

筆者：「もちろんです」

Ｋ市の支援団体と連絡をとり，翌日いったんアパートへ帰宅する。現在は救護施設にて長期入所中である。私たちはホームレスから脱却し，在宅生活という一般的な生活を始めたにもかかわらず再び路上へ飛び出したＫさんの心理を理解するには高齢期に入ろうとする現在と彼の歩んできた人生の時間軸で捉える必要がある。笹島診療所の追跡調査では在宅生活に移行後に日常的な社会参加の機会がある人は少なく，高齢・障害者等の単身世帯の85.2％が寂しさや孤独感を感じているという結果が出ている
。

そして，このケースの背景には今後増加するであろうマイナスの蓄積をもつ高齢の単身男性の姿が見え隠れする。

３．寝たきりでも路上生活を続ける76歳の母親Ｗ氏と息子のＹ氏

　約8年前，市内にて息子Ｙ氏と段ボール回収をしていたが仕事が減り，生活保護を受給していた。その後，住んでいたアパートが取り壊しとなるが，転居先が確保できず，路上生活となる。路上生活になるに伴い，生活保護は打ち切りとなっている。

　以後，県外にて住み込みの職に就くが約２年前にリストラとなり，知人を頼って再度姫路に戻ってきた。しかし，知人は転居しており，以前の段ボール回収の仕事もなく，高架下にて路上生活を余儀なくする。息子Ｙ氏は知り合ったホームレス仲間に勧められ，アルミ缶回収を始め，１日1000円程度の収入を得ていた。最近は息子Ｙ氏の腰痛症が悪化し，アルミ缶回収の仕事がままならない状態となっていた。母親Ｗ氏は栄養不良がうかがえ，ほぼ寝たきり状態であった。排泄は寝床から1メートル程度しか離れていない溝で済まし，周辺には糞便の臭いがたちこめていた。

息子Ｙ氏：「母に老人ホームを勧めてみたが絶対に嫌だと言う。本人が嫌だと言っているのでいくら家族と言っても無理やりというわけにはいかない」
　　　　　「役所に相談にいってもよい」

　　　　　「一緒に病院に入院できれば，母も安心して，入院するかもしれない」
路上生活の継続は限界と判断されたが母親は施設への入所および病院への入院を頑なに拒否していた。

　支援団体のメンバー間で協議した結果，メンバーが順番に原則として朝，夕に訪問し，入院の説得にあたることになった。

【訪問時】

二人でひとつの布団に寝ていた。

　息子Ｙ氏：「入り口（高架下）にもフェンスが張られだしたのでもう出て行かないといけない。隣の人の行くところに一緒に連れて行ってもらうことにした･･･母はリヤカーに乗せて運ぶ」

　高架の柱には立ち退きの張り紙があった。

　再度，入院を勧める。

息子Ｙ氏：「かあちゃん，みんなもこう言ってくれとうし，病院行くか」

母Ｗ氏：「いかへん」一点張りである。息子が理由を聞くが無言である。

筆者：「おかあさん，年とって体も大分弱ってるみたいですし，路上生活は過酷で息子さんも心配しているんですよ，息子さんも腰痛で仕事ができにくくなってますし，暖かくなるまででも入院しませんか」

母Ｗ氏：「いかへん」

息子Ｙ氏：「どうにか，説得しますのでもう少し待ってください」

病院側の受け入れ態勢は整っていることを話し，その場を去る。

訪問時，家族二人でひとつの布団にくるまっている。

　母Ｗ氏：「入院はせん」「生活保護はいらん」

　筆者：「息子さんも腰痛でこのまま路上生活を続けるのは厳しいと思いませんか」

母Ｗ氏：「（路上生活は）やめさせたい」「（息子の腰痛について）悪い，無理をしている･･･息子は心配」

　筆者：入院について再度，息子の考えを聴く。

　息子Ｙ氏：「説得しても，本人が行かないというのでしょうがない･･･入院しない理由も言わないのでわからない，自分自身，腰痛でこのままだと長くはもたない」

しばらく沈黙の後

息子Ｙ氏：「おかぁちゃん，一緒に入院しようなぁ」

母Ｗ氏：「いかん」

息子Ｙ氏：「もう，なんでや，入らんとこの先どうにもならんがなぁ」

息子が怒るも聞き入れない。また，しばらくの間，沈黙が続いた。

息子Ｙ氏：「どうしようもないです。昨日は何も手に入らなくて，何も食べれなかったこのままではあかんのです」と弱々しい声で漏らす。

また沈黙が続いた後，
息子Ｙ氏：「入ります。お母さんが嫌や言っても私が連れて行きます」

強い口調で話す。

母Ｗ氏：「････」

【訪問時】

息子Ｙ氏：「母もようやく納得しました･･･私も腰が限界で寝起きにも痛みがでだしました」

メンバー：「屋根のあるところで，ゆっくり休憩しましょう」に母が小さく頷く。

救急車にてＯ病院へ搬送する。母Ｗ氏の不安緩和のため女性メンバーを同行させる。

【入院先にて】

メンバー：「もう心配はいらんからね，ゆっくりしよね」

母Ｗ氏：小さく頷く。

メンバー：「ちょっとは安心しましたか」

母Ｗ氏：「はい」

筆者からＹ氏へ：「とにかく，少しの間は，ゆっくり療養して，腰を治してください」

息子Ｙ氏「はい，これで，ほっとしました」

翌日，Ｙ氏から電話が入る。

息子Ｙ氏：「母が安心したといってくれました。これで落ち着いて眠れます」

【病院訪問】

筆者：「大丈夫？安心した？」との母Ｗ氏に声をかける。

母Ｗ氏：「安心した。ここに来て，よかったわ････ありがとう，病院に入ったら息子と離ればなれになってしまうと思って怖かった･･･」

母Ｗ氏と普通に会話を交わしたのはこれが初めてであった。

母Ｗ氏：「来てよかった」

その後，Ｓ県で百姓をしていた時のことなど，懐かしそうに話す。以前は無愛想な返事しかなかった母が自分自身のことを筆者に話すようになった。

　このケースは単身高齢者ではないが高齢者ホームレスの介護問題を浮き彫りとさせるものであった。息子は持病の腰痛症を患っていたこともあり，寝たきり状態にある母の介護の担い手にはなれなかった。しかし，介護問題は現実のものとして存在していた。一方，母は頑なに施設への入所を拒んだ。息子と離ればなれになるのではといった不安と孤独への恐怖があった。母Ｗ氏は入院後1ヶ月余りで病状が急変し他界した。人間として人生の最後をどう迎えるかは残された家族にとっても重要なことである。

Ⅲ．高齢者ホームレスの自立支援とは

　近年，自立支援という言葉が合い言葉のように福祉業界で流行している。使い勝手の良い言葉であり，対象者にとって不利益な側面もこの「自立支援」という言葉で片付けられてはいないだろうか。「『自立』概念のインフレ化状況の中で，ときには相反する『自立』観念が主張され，『自立』とはいかなる概念か混乱状況にあるといえよう」
。自立支援という言葉が公共的に使われるようになった今，この意味をどう捉えるかによって，福祉的理念からかけ離れた現実が起こり得ることを意識しておかなければならない。

　自立支援の政策展開がホームレスに用いられるようになった中，その捉え方がそれぞれのホームレス状態に追加される状態によって目指すべきゴールが異なる事を意識しておかなければならない。

小論での視点はホームレス状態にある高齢者である。少なくとも高齢者ホームレスに求められているのは経済的自立だけに限らず，人格的自立もある
。これは他者に依存せず，独力，自己責任で生きていくことではなく，さまざまな支援，「保護」を受けながら地域の中で自己決定により生きていくことである
。

　そして，「支援」は支援者と被支援者の信頼に基づく対等な関係のなかで，被支援者にとって望ましい状態，目標に向かって具体的に行動を起こすことである
。例えマイナスの蓄積であったとしても彼らが積み上げた人生を時間軸の視点でみなければ押しつけの「指導」になりかねない。

おわりに

高齢者ホームレスが自立する上で生活保護を受けながら自立するということ，そして，「多様な援助を受けながら自己決定により自由に幸福追求していくこと（憲法13条）」
は当然の権利である。

2001年の社会生活基本調査（兵庫県）によると65歳以上の「趣味・娯楽」として1位が園芸・庭いじり・ガーデニング，2位が趣味としての読書，3位がカラオケ・美術鑑賞（テレビ等は除く）である。路上で暮らす高齢者たちが健康で文化的な生活としてこれらの趣味・娯楽を楽しむ時がくるのだろうか。特殊な人たちとして，また，元ホームレスとして，入り口で彼らを排除することだけは避けたい。

誰もが地域社会を構成する一員として日常生活を営め，多様性を認め合える地域住民相互の連帯を構築することがホームレス状態にあること，高齢者であることを問わず求められる地域福祉の視点である
。

(キーワード：高齢者福祉・自立支援・地域福祉・ホームレス・生活保護 
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